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兵庫県における緊急事態宣言が延長されたことを踏まえた県立学校における対応について 

 

昨日、兵庫県を対象とする緊急事態宣言の延長が決定されました。 

ついては、引き続き、感染防止対策を徹底するとともに、この状況を踏まえ、県立学校の教育活動

を以下のとおりとしますので、対応願います。 

 
 
 

記 

 
１ 教育活動 

（１）本県に緊急事態宣言の期間が延長されたことを踏まえ、引き続き感染のリスクが高いとされ 

ている活動は行わないなど十分な感染防止対策を実施したうえで、教育活動を行う。 

本県に緊急事態宣言が発出されている期間（３月７日まで）は、県外における活動（修学旅 

行を含む、受験及び就職活動を除く）を行わない。 

また、受験及び就職活動にあたっては、事前の体調管理にあわせ、保護者等を含めた感染防 

止対策を徹底する。 

 ２月に実施予定の推薦入試等については、感染予防対策を徹底のうえ予定どおり実施する。 

 また、卒業式の開催にあたっては、参加人数の制限、マスクの着用、消毒、換気など感染予 

防対策を徹底する。 

 

（２）下記の感染防止対策を徹底する。 

      ・感染のリスクが高いとされている活動（下記★参照）は行わない。 

・各教室で可能な限りの間隔をとる。 

・マスクの着用を徹底する。 

・必要に応じてフェイスシールドを着用する。 

・毎日の検温、手洗いを徹底する。 

・教室内をはじめ、職員室、教科準備室、更衣室等において、適切な温度管理等に十分留意 

しながら換気を行うとともに、消毒を行う。 

・食事の際、飛沫を飛ばさないような席の配置や飛沫対策パーティションの設置、会話の際 

にはマスクを着けるなどの対応を工夫する。 

    ・児童生徒に毎日の登校前の健康観察を、改めて徹底するとともに、本県に緊急事態宣言が 

発出されている期間、同居の家族に発熱等の風邪症状がある場合も、登校しない。（学校 

保健安全法第19条の規定に基づく出席停止の措置） 

教職員も、健康管理を徹底し、自身に発熱等の風邪症状がある場合はもちろんのこと、同 

居の家族に発熱等の風邪症状がある場合も出勤を見合わせる。 

・児童生徒、教職員に対して20時以降の不要不急の外出を自粛するよう呼びかける。など 

 



     ★令和３年１月８日付け２文科初第1462号「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基 

     づく緊急事態宣言を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイル 

ス感染症への対応に関する留意事項について」P.3～5参照 

２ 部活動 

（１）十分な感染防止対策を実施したうえで、実施場所は、原則、学校及びその周辺とする。 

また、活動時間は、「いきいき運動部活動」「文化部活動の在り方に関する方針」に基づ 

き、平日４日２時間以内、土日１日３時間以内を厳守する。 

 

（２）本県に緊急事態宣言が発出されている期間（３月７日まで）は、大会（※を除く）、練習試

合、合宿は行わない。 

 

※令和２年度高体連・中体連スケジュール記載大会、日本高野連・中央競技団体・文化関係 

連盟が主催する大会（その予選を含む）及び国民体育大会（その予選を含む）。 

参加する際は、主催者の行う感染予防措置を確認するとともに、その徹底を図ること。 

 

３ 心のケア 

今年度実施している新型コロナウイルス感染症の影響に関する心のケアアンケートの結果等を 

踏まえ、きめ細やかな健康観察をはじめ、児童生徒の状況を把握し、必要に応じて関係機関と連 

携するなど、心身の健康に適切に対応する。 

・児童生徒の状況把握(個人面談等の機会の拡充、学校単位での生徒アンケートの実施） 

・キャンパスカウンセラー及び各種相談窓口の活用促進 

・通級指導対象生徒や外国人生徒等への個別支援 

 

 

＜本件連絡先＞ 

○感染防止対策に関すること 

 体育保健課保健安全担当（078-362-3789） 

 

○修学旅行に関すること 

 高校教育課生徒指導班（078-362-3778） 

 

○運動部活動に関すること 

  体育保健課学校体育班（078-362-3787） 

 

○文化部活動に関すること 

  高校教育課生徒指導班（078-362-3778） 

 

○心のケアに関すること 

  高校教育課生徒指導班（078-362-3778） 

  高校教育課教育指導班（078-362-9444） 

 

 ○受験に関すること 

  ・大学入試 高校教育課教育指導班（078-362-3898） 

  ・高校入試 高校教育課教育指導班（078-362-9444） 

          特別支援教育課（078-362-3774） 

 

○卒業式に関すること 

  高校教育課生徒指導班（078-362-3778） 



 
 
 
 
 
 
 
 
昨日、兵庫県への緊急事態宣言の発令期間が３月７日まで延長されました。
県内では、新規感染者は減少傾向にありますが、重症病床使用率が 50％を
超えるなど、まだまだ医療体制は厳しい状況が続いています。 
今が大事な時期です。皆様には、いのちと健康を守るため、引き続き次の
４つの取組にご理解、ご協力をお願いします。 
 
１ 営業時間の短縮 
  （飲食店等は 20 時までの営業。酒類の提供は 19 時まで）  
２ 外出自粛 
  （不要不急の外出自粛）  
３ 出勤抑制 
  （テレワーク等による「出勤者の７割削減」）  
４ イベント開催制限 
 （人数の上限を 5,000 人、かつ屋内にあっては収容率 50％以下に、 

屋外にあっては人と人との距離を十分に確保） 
 
 

 
 
家庭での感染が県内感染経路の約５割を占めています。特に若い方々には、
緊急事態宣言下であることを強く認識していただき、ウイルスを持ち込ま
ないよう、次の取組をお願いします。 
○ 日中も含めた不要不急の外出の自粛を強くお願いします。 
○ 不要不急の都道府県間の移動や、緊急事態宣言対象地域をはじめリス

クのある場所への出入りを自粛してください。 
○ 家庭内も含め、大人数での飲食や長時間に及ぶ飲食を控えるとともに、

食事中の会話を極力控えてください。 
○ 毎日の検温、手洗い、マスクの着用など健康管理を徹底してください。 
○ 発熱、息苦しさ、味覚の異常など症状のある場合は、出勤、通学等を控

えるとともに、すぐにかかりつけ医などに電話で相談してください。 
 
皆様一人ひとりが｢うつらない・うつさない｣との強い思いで取り組むこと
が大切です。医療・福祉従事者はじめ、県民の健康や暮らしを支えている
方々などには、心より感謝申し上げます。ともにこの難局を乗り切りまし
ょう。 

 

令和３年２月３日 
 

兵庫県知事 

家庭、施設等へのウイルス持込み防止 

 

 

 
緊急事態宣言発令中！ 


